
さいたま市開発審査会基準 

令和４年４月版 



さいたま市開発審査会基準において用いる法令等は以下による。 

都市計画法―――――――――――都市計画法（昭和４３年６月１５日法律第１００号） 

都市計画法施行令――――――――都市計画法施行令（昭和４４年６月１３日政令第１５８号） 

都市計画法施行規則―――――――都市計画法施行規則（昭和４４年８月２５日建設省令第４９号） 

都市計画法及び建築基準法の―――都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律 

一部を改正する法律       （平成１２年５月１９日法律第７３号） 

健康保険法―――――――――――健康保険法（大正１１年４月２２日法律第７０号） 

学校教育法―――――――――――学校教育法（昭和２２年３月３１日法律第２６号） 

墓地、埋葬等に関する法律――――墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年５月３１日法律第４８号） 

医療法―――――――――――――医療法（昭和２３年７月３０日法律第２０５号） 

医療法施行規則―――――――――医療法施行規則（昭和２３年１１月５日厚生省令第５０号） 

建築基準法―――――――――――建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号） 

社会福祉法―――――――――――社会福祉法（昭和２６年３月２９日法律第４５号） 

宗教法人法―――――――――――宗教法人法（昭和２６年４月３日法律第１２６号） 

土地収用法―――――――――――土地収用法（昭和２６年６月９日法律第２１９号） 

倉庫業法――――――――――――倉庫業法（昭和３１年６月１日法律第１２１号） 

老人福祉法―――――――――――老人福祉法（昭和３８年７月１１日法律第１３３号） 

貨物自動車運送事業法――――――貨物自動車運送事業法（平成元年１２月１９日法律第８３号） 

更生保護事業法―――――――――更生保護事業法（平成７年５月８日法律第８６号） 

介護保険法―――――――――――介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号） 

物流効率化法――――――――――流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 

                （平成１７年７月２２日法律第８５号） 

さいたま市白地地域の形態規制――さいたま市用途地域の指定のない区域内の建築形態規制 

（平成１７年１１月２５日告示第１００２号） 

（平成１６年１月１日告示第１号） 
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一括議決基準 

市街化調整区域の土地を長期所有する者の自己用住宅 

 都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、市街化調整

区域の土地を長期所有する者の自己の居住の用に供する住宅について、下記のすべての要件に該当する

ものは、開発審査会の議を経たものとして取り扱うものとする。 

記 

１ 申請者 

現在の住居について困窮しており、社会通念に照らし新規に建築することがやむを得ないと認め

られる者であること。ただし、過去に属人性※を有する住宅の許可を受けている者は除く。 

２ 申請地 

（１）次のいずれかに該当するものであること。 

ア おおむね５０以上の建築物のそれぞれの敷地が原則５０メートル以内の間隔で連続して存

する地域内にあること。 

イ 申請地を中心に半径５００メートルの圏内におおむね１００以上の建築物のそれぞれの敷

地が存する地域内にあること。 

（２）申請者若しくはその３親等以内の親族が、平成元年６月３０日以前から継続して所有している土

地であること。ただし、用途地域が指定されている市街化調整区域において、その線引き時点から

申請日までが２０年に満たない場合、その線引き日以前から所有している土地については、この限

りでない。 

（３）建築物の敷地面積は、１５０平方メートル以上、３００平方メートル未満であること。ただし、

この基準の施行の際（平成１７年４月１日）、所有権その他の権利に基づく一団の土地のうち１５

０平方メートルに満たない土地であって、その全部を一の敷地として使用する場合など物理的に不

可能なものは、この限りでない。 

３ 予定建築物 

（１）用途は、自己の居住の用に供する専用住宅とする。 

（２）規模は、高さ１０メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。 

４ その他 

他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受けられ

るものであること。 

※属人性：都市計画法に基づく許可等を受けた建築物（分家住宅、店舗併用住宅等）について、その適

格性を有するとして審査を受け、その使用者が限定されていることをいう。 

  附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。（平成１７年２月２５日 第５回議決） 

 附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。（平成１９年１０月２５日 第２回議決） 

  附 則

（施行期日）

１ この基準は、平成２１年７月１日から施行する。
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（経過措置）

２ この基準の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、都市計画法第２９条、第３５条の

２、第４２条又は第４３条の規定によりされた許可の申請に係る開発審査会の議を経たものとして取

り扱う基準については、なお従前の例による。

３ 前項に規定するもののほか、平成２１年３月３１日までに、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号。以下「法」という。）に基づく農業振興地域整備計画の変更に係る申出（以

下「申出」という。）をした土地において、申出の目的と開発又は建築行為の土地利用目的が同一で

あって、施行日以後に行う都市計画法第２９条、第３５条の２、第４２条又は第４３条の規定による

許可の申請に係る開発審査会の議を経たものとして取り扱う基準ついては、法第１３条第２項の規定

により農用地区域から除外された日以後１年以内に限り、なお従前の例による。

（平成２０年１１月１８日 第２回議決）
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一括議決基準 

自己居住用の既存建築物の敷地拡張 

都市計画法第３４条第１４号に基づき許可する、市街化調整区域内における自己の居住の用に供す

る既存建築物の増改築に伴う敷地拡張について、下記のすべての要件に該当するものは、開発審査会

の議を経たものとして取り扱うものとする。 

記 

１ 申請者 

自己の居住の用に供する既存建築物の増改築に伴い、敷地拡張を行うことがやむを得ないと認めら

れる者であること。 

２ 対象となる既存建築物 

自己の居住の用に供する建築物で、都市計画法に基づく許可等（建築基準法第６条第１項の規定に

よる確認を含む。）を受けて建築（用途変更※１を含む。）され２０年を経過したものであること。 

３ 申請地 

（１）既存建築物の敷地を含めた拡張後の面積は、３００平方メートル未満であること。 

（２）既存建築物の敷地がすべて含まれていること。 

（３）既存建築物の敷地及び拡張する敷地は、申請者が所有していること。 

４ 予定建築物 

（１）用途は、自己の居住の用に供する建築物で都市計画法に基づく許可等を受けた建築物の用途（使

用者が限定されて許可を受けた場合はその属人性※２を含む。）と同一であること。 

（２）規模は、高さ１０メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。ただし、現に

存する建築物の高さが１０メートルを超える場合は、その高さを限度とすることができる。 

５ その他 

  他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受けられ

るものであること。 

※１ 用途変更：この基準においての用途変更とは、使用者を限定して許可された建築物の使用者の変

更、又は使用目的を変える用途変更をいう。 

※２ 属人性：都市計画法に基づく許可等を受けた建築物（分家住宅、店舗併用住宅等）について、そ

の適格性を有するとして審査を受け、その使用者が限定されていることをいう。 

附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。（平成１７年２月２５日 第５回議決） 

  附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。（平成１９年１０月２５日 第２回議決） 

  附 則

（施行期日）

１ この基準は、平成２１年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この基準の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、都市計画法第２９条又は第３５条

の２の規定によりされた許可の申請に係る開発審査会の議を経たものとして取り扱う基準について

は、なお従前の例による。
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３ 前項に規定するもののほか、平成２１年３月３１日までに、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号。以下「法」という。）に基づく農業振興地域整備計画の変更に係る申出（以

下「申出」という。）をした土地において、申出の目的と開発又は建築行為の土地利用目的が同一で

あって、施行日以後に行う都市計画法第２９条又は第３５条の２の規定による許可の申請に係る開発

審査会の議を経たものとして取り扱う基準ついては、法第１３条第２項の規定により農用地区域から

除外された日以後１年以内に限り、なお従前の例による。

（平成２０年１１月１８日 第２回議決）

附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。（平成２７年２月１８日 第５回議決） 
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一括議決基準 

建築基準法第５１条ただし書許可を受けた建築物又は第一種特定工作物 

都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、市街化調

整区域において、建築基準法第５１条ただし書き許可を受けた建築物又は第一種特定工作物につい

て、下記のすべての要件に該当するものは、開発審査会の議を経たものとして取り扱うものとする。 

記 

１ 申請者 

さいたま市都市計画審議会の議を経て、建築基準法第５１条ただし書きに基づく許可（以下「法

第５１条ただし書き許可」という。）を受けた申請者とする。 

２ 申請地 

法第５１条ただし書き許可を受けた位置及び区域内とする。 

３ 予定建築物等 

（１）用途は、法第５１条ただし書き許可を受けた施設（建築物又は第一種特定工作物）の用途と同一

であること。 

（２）規模は、建築基準法に適合するものであること。 

４ その他 

他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受けられ

るものであること。 

  附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。（平成１７年２月２５日 第５回議決） 

附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。（平成１９年１０月２５日 第２回議決） 

附 則 

この基準は、平成２１年７月１日から施行する。（平成２０年１１月１８日 第２回議決）

附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。（平成２７年２月１８日 第５回議決） 
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一括議決基準 

長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地における開発行為 

都市計画法（以下「法」という。）第３４条第１４号に基づき許可する、市街化調整区域内に存す

る土地のうち、長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地における開発行為で、下記のす

べてに該当するものは、開発審査会の議を経たものとして取り扱うものとする。 

記 

１ 申請地 

（１）次のいずれかに該当する土地（法第２９条第１項第２号及び第３号に規定する建築物又は平成

１８年法改正前の法第２９条第１項第３号及び第４号に規定されていた建築物が建築された土地

でないこと。ただし、以下の２（１）イの「許可等を受けて現に存する建築物」の欄に掲げる建

築物に対応する「用途が類似する建築物」の欄に掲げる建築物の場合はこの限りでない。）であ

ること。 

   ア 線引き日前から土地登記簿謄本における地目が宅地（平成２１年７月１日以降に登記され

たものを除く。）で、次のいずれかに該当する土地であること。 

(ア) おおむね５０以上の建築物のそれぞれの敷地が原則５０メートル以内の間隔で連続して

存する地域内にあること。 

(イ) 申請地を中心に半径５００メートルの圏内におおむね１００以上の建築物のそれぞれの

敷地が存する地域内にあること。 

   イ 平成１２年法改正前の法第４３条第１項第６号の確認（既存宅地確認）を受けた土地であ

ること。 

ウ 次のいずれかの開発審査会一括議決基準に適合し、法第２９条又は法第４３条に基づく許

可を受けた土地であること。 

(ア) 市街化調整区域に関する都市計画決定の日以前からの宅地性を証することができる土地

における開発行為等（線引き前宅地）（平成１８年５月１７日廃止） 

(イ) 長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地における用途変更等（平成２１年

７月１日廃止） 

(ウ) 長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地における開発行為（平成２８年３

月１８日第６回議決） 

(エ ) 既存建築物の用途変更等（平成２８年５月３１日廃止） 

エ 法に基づく許可等（建築基準法第６条第１項の規定による確認を含む。）（以下「許可

等」という。）を受け建築後２０年を経過した土地であること。ただし、平成２１年７月１

日以降に許可等を受けた土地は除く。 

（２）平成２１年７月１日よりも前から建築基準法の接道義務を満たさない土地で、接道義務を満た

すために必要となる土地を建築物の敷地に含む場合は、必要最小限の土地であること。 

２ 予定建築物 

（１）用途は、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 許可等を受けて現に存する建築物と同一用途の建築物 

イ 次の表の「許可等を受けて現に存する建築物」の欄に掲げる建築物に対応する「用途が類似

する建築物」の欄に掲げる建築物であること。ただし、当該欄に掲げる倉庫については、流通

業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づく倉庫を除く。 
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許可等を受けて現に存する建築物 用途が類似する建築物 

工場 倉庫 

法第２９条第１項第２号に規定する建築

物で、他の基準により、敷地が変更された

もの 

許可等を受けて現に存する建築物と建築

基準法上の概念でいう建築物の用途が異

ならない建築物（外形上の用途は従前と

同一であるが、その使用目的を異にする

もの。） 

法第２９条第１項又は法第４３条第１項

の許可を受けて建築された建築物 

ウ 建築基準法別表第２(ろ)項に掲げる建築物（第二種低層住居専用地域内に建築できる建築物）

であること。ただし、別に定める区域（別表による。）については、建築基準法別表第２(ぬ)

項に掲げる建築物以外の建築物（準工業地域内に建築できる建築物）とすることができる。 

（２）規模は、高さ１０メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。ただし、現に

存する建築物の高さが１０メートルを超える場合は、その高さを限度とすることができる。 

（３）敷地 

分割する開発行為にあっては、予定建築物の敷地面積は１５０平方メートル以上であること。た

だし、敷地を拡張し一区画とする場合は、この限りでない。 

また、（１）イの「許可等を受けて現に存する建築物」の欄に掲げる法第２９条第１項第２号に

規定する建築物にあっては、敷地の分割及び統合を行わないこと。 

３ 開発行為に伴う道路 

開発行為に伴い道路を築造する場合は、申請地の区域内であること。ただし、次のいずれかに該当

するものは、この限りでない。 

（１）開発区域内又は開発区域外における公共施設等の配置状況により、道路又は避難通路とする

ことにより、避難上及び車両の通行上、より有効な開発計画で周辺環境に著しい影響をおよぼ

さないと認められ、かつ、必要最小限の範囲であると認められる場合 

（２）開発行為により開発区域外の既存道路を拡幅整備する場合 

４ その他 

他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼田圃土地利用承認を含む。）が受

けられるものであること。 

附 則 

この基準は、平成１８年５月１８日から施行する。（平成１７年２月２５日 第５回議決） 

附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。（平成１９年１０月２５日 第２回議決） 

  附 則

（施行期日）

１ この基準は、平成２１年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この基準の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、都市計画法第２９条、第３５条の

２、第４２条又は第４３条の規定によりされた許可の申請に係る開発審査会の議を経たものとして取

り扱う基準については、なお従前の例による。

３ 前項に規定するもののほか、平成２１年３月３１日までに、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号。以下「法」という。）に基づく農業振興地域整備計画の変更に係る申出（以

下「申出」という。）をした土地において、申出の目的と開発又は建築行為の土地利用目的が同一で

あって、施行日以後に行う都市計画法第２９条、第３５条の２、第４２条又は第４３条の規定による

許可の申請に係る開発審査会の議を経たものとして取り扱う基準ついては、法第１３条第２項の規定

により農用地区域から除外された日以後１年以内に限り、なお従前の例による。

（平成２０年１１月１８日 第２回議決）

附 則 
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この基準は、平成２７年４月１日から施行する。（平成２７年２月１８日 第５回議決） 

  附 則

（施行期日）

１ この基準は、平成２８年６月１日から施行する。

（経過措置）

２ この基準の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、都市計画法第２９条、第３５条の

２、第４２条又は第４３条の規定による許可の申請に係る開発審査会の議を経たものとして取り扱

う基準については、なお従前の例による。（平成２８年３月１８日 第６回議決） 

別表 

区域図番号 主な地番 

１ 

２ 

北 区 吉野町２丁目１２４１番 

西 区 宮前町１番１ 
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一括議決基準 

既存住宅団地内の土地における建築物 

都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、市街化調

整区域に存する既存住宅団地内の土地において、下記のすべての要件に該当するものは、開発審査会

の議を経たものとして取り扱うものとする。 

記 

１ 申請地 

別表に掲げる、住宅地の用に供するために造成された団地内にあること。 

２ 予定建築物 

（１）用途は、建築基準法別表第２(ろ)項に掲げる建築物（第二種低層住居専用地域に建築できる建築

物）であること。ただし、申請地に現に存する建築物が同法別表第２(ろ)項に掲げる建築物以外で

あって、予定建築物の用途が現に存する建築物と同一であるものについてはこの限りでない。 

（２）規模は、高さ１０メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。ただし、現に

存する建築物の高さが１０メートルを超える場合は、その高さを限度とすることができる。 

３ その他 

他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受けられ

るものであること。 

  附 則 

この基準は、平成１５年４月７日から施行する。（平成１５年４月７日 第１回議決） 

  附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。（平成１７年２月２５日 第５回議決） 

附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。（平成１９年１０月２５日 第２回議決） 

附 則 

この基準は、平成２１年７月１日から施行する。（平成２０年１１月１８日 第２回議決）

附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。（平成２７年２月１８日 第５回議決） 

附 則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。（令和４年３月１７日 第２回議決） 
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別表 

区域図番号 主な地番 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 

中央区 鈴谷９丁目１８２－３０ 

〃  鈴谷６丁目１４５－４ 

西 区 西新井字堤崎前５０５－４ 

〃  峰岸字南１６－２ 

〃  中釘字子の神２９４－１０ 

〃  平方領々家字滝沼９４８－１６ 

〃  高木字根貝戸１２３－２７ 

〃  西大宮２丁目７－１ 

〃  西大宮３丁目５３－２２ 

〃  宮前町１０６２－２ 

〃  西遊馬字高木２２７７－１０ 

〃  飯田字裏１１１－４ 

〃  二ツ宮字田中３０１－１ 

〃  中野林字袋２４２－１ 

〃  植田谷本字前通４７６－３ 

〃  島根字下根切２３８－２ 

北 区 日進町１丁目４７６－１ 

大宮区 三橋４丁目７５－１ 

〃  三橋４丁目９０５－６ 

〃  堀の内町３丁目４６９－２ 

〃  堀の内町１丁目５２４－２ 

〃  天沼町１丁目６２１－２ 

見沼区 小深作字半縄７１８－１ 

〃  宮ヶ谷塔字下綾１２７５－３ 

〃  上山口新田字大野５３４－１ 

〃  上山口新田字悪水向４６３－５ 

〃  御蔵字小松台１９２－１ 

〃  御蔵字木野下１１１０－１ 

〃  山字北原２０－３ 

〃  染谷３丁目３２４ 

〃  染谷３丁目５１２ 

〃  片柳字原山１０９２－２ 

〃  片柳字平台１４６９－２ 

岩槻区 鹿室字中宿１６６－１０ 

〃  古ヶ場字白根５７１－２１ 

〃  古ヶ場字白根６３１－８ 

〃  慈恩寺字山口５１６－１１ 

〃  裏慈恩寺字新房２７－２ 

〃  裏慈恩寺字貝塚８８０－２ 

〃  馬込字四番８５３－２ 

〃  金重字東１０９－２ 

〃  本宿字西３４０－２ 

〃  平林寺字前原２６２－２９ 

〃  岩槻字西原三５３４２－１７ 

〃  柏崎字中組８３９－４ 

〃  末田字外野１８４１－１ 

〃  釣上新田字川原５８１－１０ 
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一括議決基準 

公共事業の施行により移転する建築物 

 都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、公共事業の

施行により移転する建築物について、下記のすべての要件に該当するものは、開発審査会の議を経たも

のとして取り扱うものとする。 

記 

１ 申請者 

（１）さいたま市内で施行される公共事業（土地収用法第３条各号に規定する事業をいう。）で建築物

を移転する者であること。 

（２）土地収用法第３条各号に規定する事業者と締結した、移転補償契約書等の契約締結日又は契約書

等に記載された移転完了日等から１年を経過しない者とする。 

２ 申請地 

（１）次のいずれかに該当するものであること。 

ア おおむね５０以上の建築物のそれぞれの敷地が原則５０メートル以内の間隔で連続して存

する地域内にあること。 

イ 申請地を中心に半径５００メートルの圏内におおむね１００以上の建築物のそれぞれの敷

地が存する地域内にあること。 

（２）敷地面積の上限等 

ア 買収面積の２倍以下とすること。 

イ 上記アにかかわらず、自己の居住の用に供する建築物の敷地にあっては、買収面積の２倍を

もっても、なお面積が３００平方メートルに満たない場合は、３００平方メートル未満とする

ことができる。 

ウ 移転後の残地において、従前の建築物が、申請者の生活、若しくは事業活動上機能的に使用

できなくなる場合、又は土地利用上機能的に使用できなくなる場合等は、上記アにかかわらず、

買収前の従前敷地面積とすることができる。 

（３）市街化区域に存する建築物が公共事業の施行により移転する建築物の場合は、敷地面積１，００

０平方メートル以下であること。 

３ 移転対象建築物 

  都市計画法に基づく許可等（建築基準法第６条第１項の規定による確認を含む。）を受けた建築物

であること。 

４ 予定建築物 

（１）用途は、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 市街化調整区域から移転するものは、従前のものと同一であること。ただし、自己の併用住宅

を自己の専用住宅とする場合は、この限りでない。 

イ 市街化区域から移転するものは、従前のものと同一、かつ、建築基準法別表第２（ろ）項に掲

げる建築物（第二種低層住居専用地域に建築できる建築物）であること。ただし、別に定める区

域（別表による。）については、従前のものと同一、かつ、建築基準法別表第２(ぬ)項に掲げる

建築物以外の建築物（準工業地域内に建築できる建築物）とすることができる。 

（２）規模は、高さ１０メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。 

５ その他 

他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受けられ

るものであること。 
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  附 則 

この基準は、平成１５年４月７日から施行する。（平成１５年４月７日 第１回議決） 

  附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。（平成１７年２月２５日 第５回議決） 

附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。（平成１９年１０月２５日 第２回議決） 

  附 則

（施行期日）

１ この基準は、平成２１年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この基準の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、都市計画法第２９条、第３５条の

２、第４２条又は第４３条の規定によりされた許可の申請に係る開発審査会の議を経たものとして取

り扱う基準については、なお従前の例による。

３ 前項に規定するもののほか、平成２１年３月３１日までに、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号。以下「法」という。）に基づく農業振興地域整備計画の変更に係る申出（以

下「申出」という。）をした土地において、申出の目的と開発又は建築行為の土地利用目的が同一で

あって、施行日以後に行う都市計画法第２９条、第３５条の２、第４２条又は第４３条の規定による

許可の申請に係る開発審査会の議を経たものとして取り扱う基準ついては、法第１３条第２項の規定

により農用地区域から除外された日以後１年以内に限り、なお従前の例による。

（平成２０年１１月１８日 第２回議決）

附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。（平成２７年２月１８日 第５回議決） 

別表 

区域図番号 主な地番 

１ 

２ 

北 区 吉野町２丁目１２４１ 

西 区 宮前町１番１ 
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一括議決基準 

市街化調整区域に居住する者のための集会所等 

 都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、市街化調整

区域に居住する者のための集会所等について、下記のすべての要件に該当するものは、開発審査会の議

を経たものとして取り扱うものとする。 

記 

１ 申請者 

  さいたま市内の市街化調整区域内の自治会等が設置するものであること。なお、維持管理について

も、設置者自ら永続的に行うものであること。 

２ 申請地 

次のいずれかに該当するものであること。 

（１）おおむね５０以上の建築物のそれぞれの敷地が原則５０メートル以内の間隔で連続して存する地

域内にあること。 

（２）申請地を中心に半径５００メートルの圏内におおむね１００以上の建築物のそれぞれの敷地が存

する地域内にあること。 

３ 予定建築物 

（１）用途は、当該市街化調整区域に居住している者のコミュニティー活動を促進するための集会所等

(消防小屋、倉庫を含む)で、他の施設と併用されないものとする。 

（２）規模は、高さ１０メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。 

４ その他 

他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受けられ

るものであること。 

  附 則 

この基準は、平成１５年４月７日から施行する。（平成１５年４月７日 第１回議決） 

  附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。（平成１７年２月２５日 第５回議決） 

附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。（平成１９年１０月２５日 第２回議決） 

附 則 

この基準は、平成２１年７月１日から施行する。（平成２０年１１月１８日 第２回議決）

附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。（平成２７年２月１８日 第５回議決） 
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一括議決基準 

学校の屋外運動施設、１ヘクタール未満の墓園又は運動・レジャー施設に係る併設建築物 

都市計画法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、市街化調整区域内における、学校の屋

外運動施設、１ヘクタール未満の墓園又は１ヘクタール未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物に

ついて、下記のすべての要件に該当するものは、開発審査会の議を経たものとして取り扱うものとする。 

記 

１ 申請者 

学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く。）の屋外運動施設、開発許可を要しない１ヘクタ

ール未満の墓園、又は１ヘクタール未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物の建築を行う者であ

ること。なお、当該土地利用の目的が、主として建築物の建築を目的とするような土地利用を行う者

は対象としない。 

２ 申請地 

建築敷地は当該施設の区域内で、土地利用の主たる目的に供される土地の部分と明確に区分され、

かつ、必要最小限の広さであること。 

３ 併設建築物 

（１）用途は、事務室、休憩室、物置、便所等、当該施設の維持管理又は利用上不可欠と認められるも

のであること。 

（２）規模は、平屋建てであること。建築物の延べ面積の合計は、１００平方メートル以下とすること。

高さは、１０メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。 

４ その他 

（１）１ヘクタール未満の墓園については、墓地、埋葬等に関する法律による許可を取得する見込みが

あること。 

（２）他の法令等による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受けら

れるものであること。 

附 則 

この基準は、平成１６年１０月１日から施行する。（平成１６年８月２６日 第３回議決） 

附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。（平成１７年２月２５日 第５回議決） 

  附 則

（施行期日）

１ この基準は、平成２１年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この基準の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、都市計画法第４３条の規定により

された許可の申請に係る開発審査会の議を経たものとして取り扱う基準については、なお従前の例に

よる。

３ 前項に規定するもののほか、平成２１年３月３１日までに、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号。以下「法」という。）に基づく農業振興地域整備計画の変更に係る申出（以

下「申出」という。）をした土地において、申出の目的と開発又は建築行為の土地利用目的が同一で

あって、施行日以後に行う都市計画法第４３条の規定による許可の申請に係る開発審査会の議を経た

ものとして取り扱う基準ついては、法第１３条第２項の規定により農用地区域から除外された日以後

１年以内に限り、なお従前の例による。

（平成２０年１１月１８日 第２回議決）
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附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。（平成２７年２月１８日 第５回議決） 

附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。（令和３年３月１１日 第３回議決）
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一括議決基準 

長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地における建築行為等 

都市計画法（以下「法」という。）施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、市街化調整

区域内に存する土地のうち、長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地における建築行為

等で、下記のすべてに該当するものは、開発審査会の議を経たものとして取り扱うものとする。 

記 

１ 建築行為等について 

建築行為等とは、次のいずれかに該当するもので、従前と同一の敷地において行うものをいう。 

（１）建築物を新築すること 

（２）建築物の用途を変えること 

（３）使用者を限定して許可された建築物の使用者を変更すること 

２ 申請地 

次のいずれかに該当する土地（法第２９条第１項第２号及び第３号に規定する建築物又は平成１

８年法改正前の法第２９条第１項第３号及び第４号に規定されていた建築物が建築された土地でな

いこと。ただし、以下の３（１）イの「許可等を受けて現に存する建築物」の欄に掲げる建築物に

対応する「用途が類似する建築物」の欄に掲げる建築物の場合はこの限りでない。）であること。 

（１）線引き日前から土地登記簿謄本における地目が宅地（平成２１年７月１日以降に登記されたも

のを除く。）であること。 

（２）平成１２年法改正前の法第４３条第１項第６号の確認（既存宅地確認）を受けた土地であるこ

と。 

（３）次のいずれかの開発審査会一括議決基準に適合し、法第４３条に基づく許可を受けた土地であ

ること。 

ア 市街化調整区域に関する都市計画決定の日以前からの宅地性を証することができる土地に

おける開発行為等（線引き前宅地）（平成１８年５月１７日廃止） 

イ 長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地における用途変更等（平成２１年７

月１日廃止） 

ウ 既存建築物の用途変更等（平成２８年５月３１日廃止） 

（４）法に基づく許可等（建築基準法第６条第１項の規定による確認を含む。）（以下「許可等」と

いう。）を受け建築後２０年を経過した土地であること。ただし、平成２１年７月１日以降に許

可等を受けた土地は除く。 

３ 予定建築物 

（１）用途は、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 許可等を受けて現に存する建築物と同一用途の建築物 

イ 次の表の「許可等を受けて現に存する建築物」の欄に掲げる建築物に対応する「用途が類似

する建築物」の欄に掲げる建築物であること。ただし、当該欄に掲げる倉庫については、流通

業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づく倉庫を除く。 

許可等を受けて現に存する建築物 用途が類似する建築物 

工場 倉庫 

法第２９条第１項第２号に規定する建築

物 

許可等を受けて現に存する建築物と建築

基準法上の概念でいう建築物の用途が異

ならない建築物（外形上の用途は従前と

同一であるが、その使用目的を異にする

もの。） 

法第４３条第１項の許可を受けて建築さ

れた建築物 

ウ 建築基準法別表第２(ろ)項に掲げる建築物（第二種低層住居専用地域内に建築できる建築物）

であること。ただし、別に定める区域（別表による。）については、建築基準法別表第２(ぬ)

項に掲げる建築物以外の建築物（準工業地域内に建築できる建築物）とすることができる。 
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（２）規模は、高さ１０メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。ただし、現に

存する建築物の高さが１０メートルを超える場合は、その高さを限度とすることができる。 

４ その他 

他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼田圃土地利用承認を含む。）が受

けられるものであること。 

附 則 

この基準は、平成２８年６月１日から施行する。（平成２８年３月１８日 第６回議決） 

附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。（令和３年３月１１日 第３回議決）

別表 

区域図番号 主な地番 

１ 

２ 

北 区 吉野町２丁目１２４１番 

西 区 宮前町１番１ 
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一括議決基準 

市街化調整区域に立地する社会福祉施設等 

都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、市街

化調整区域に立地する社会福祉施設等について、下記のすべての要件に該当する施設は、開発審

査会の議を経たものとして取り扱うものとする。 

記 

１ 本基準による社会福祉施設等とは、さいたま市の各種整備計画に位置付けられている施設で

あって、本市が行う公募により選定された事業者が行う、以下のものをいう。 

（１）社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設をいう。 

（２）介護保険法第８条第２８項に規定する介護老人保健施設（社会福祉施設を除く。）をい

う。 

２ 申請者 

（１）社会福祉施設等を自らが設置し、維持管理についても自ら永続的に行う者。 

（２）社会福祉施設等を運営するにあたって、個別法による資格、免許、又は許可等（以下「資

格等」という。）を必要とする場合は、当該資格等を取得している者、又は取得する見込みが

明らかである者。 

３ 土地等 

  次のいずれにも該当すること。 

（１） 申請地 

  ア 本市が行う公募により選定された事業者が行う区域とすること。 

  イ 面積は、１ヘクタール未満とすること。 

  ウ 主となる道路に１０メートル以上接していること。 

（２）予定建築物 

  建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、１０分４以下とすること。 

規模は、高さ１５メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。 

（３）敷地内緑化

   さいたま市みどりの条例第１９条に規定された協議において、さいたま市緑化指導基準

に適合したものであること。なお、当該基準に規定されている敷地面積に対する緑地の割

合を２５パーセント以上とすること。 

４ 都市計画法施行令第３６条第１項第３号ホに該当するものは、法第３３条第１項第２号及び

第４号に規定する基準を勘案して、支障が無いものにすること。 

５ その他 

  他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受

けられるものであること。 

附 則 

１ この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 


